
杉戸町消費生活センター 内線306
問合せ消費生活ワンポイントアドバイス

“無料”や“お試し”の言葉にご注意を！
　インターネットやSNSの広告で、「初回無料」「お試し０円」といった言葉を目にすることが増えています。しかし、「無
料」だと思って申し込んだら、気づかないうちに定期購入の契約になっていた、というケースがよくあります。

◦�「無料」と書かれていても、実際には送料や手数料がかかる場合があります。
◦小さな文字で「２回目以降○○円」などと記載されていることがあります。
◦解約の条件や手続きが複雑なケースも少なくありません。

◆こんなところにご注意ください◆

◦�“注文確定”前に、最終確認画面に表示される「契約内容」や「キャンセル方法」を
よく確認しましょう！

◦�最終確認画面の表示内容は、スクリーンショットなどを活用し、証拠として残しておきましょう。
◦「お得だと思ったのに、実は高くついてしまった…」ということにならないよう、慎重な判断が大切です。

◆トラブルを防ぐためのポイント◆

不安なときは、一人で悩まず、
杉戸町消費生活センターへ相談を！

相談日　火・木・金曜日　　時間　10時～12時／ 13時～16時
電話または相談室で受付けています。

　杉戸町を含む埼葛市町では、毎年４月を「埼葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、部落
差別に対する正しい理解の妨げとなっている「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。

えせ同和行為を排除しましょう ▶埼葛えせ同和行為対策強化月間

人権・男女共同参画推進課 人権担当 内線217
社会教育課 人権教育担当 内線482

問合せ

「えせ同和行為」とは
　部落差別の解消を口実に、個人、企業、
行政機関などに対して「図書等物品購入の
強要」や「寄附金・賛助金の強要」など、
不法・不当な行為や要求をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被
害に遭うだけでなく、部落差別に対する誤っ
た認識を植えつけ、新たな偏見や差別意識
を生む要因となり、部落差別解消の大きな
阻害要因となる許されない行為です。

えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為の要求に応じる必要はありません。その場しの
ぎの安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。終始、き
然とした態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。

部落差別に対する正しい理解を深めましょう
　部落差別とは、被差別部落に「住んでいる」あるいは「生ま
れた」ということを理由とした不合理な偏見により、結婚や就
職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害される
という、日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在する我
が国固有の重大な人権問題です。埼葛市町では「部落差別の解
消の推進に関する法律」や「埼玉県部落差別の解消の推進に関
する条例」を踏まえ、部落差別に対する正しい理解が図られる
よう、人権教育・啓発活動を推進しています。
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０
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４
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催
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南
テ
ニ
ス
コ
ー
ト　
▼
対
象　

町
内
在
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町
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０

０
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４
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０
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０
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５
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９
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光
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８
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５
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光
案
内
所

０

７
０
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５
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５
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４
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９
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光
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会
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３
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９
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▼
日
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５
月
24
日
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時

～
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雨
天
時
５
月
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日
㈰
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▼
会
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倉
松
公
園
遊
歩
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（
杉
戸
第
二
小
学
校
裏
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▼
受

付
期
間　
月
～
金
曜
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８
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～
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（
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日
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は
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そ
の
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、
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友
人
を
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上
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だ
さ
い
。　
▼
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げ
そ
う
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所
☎
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・
９
４
５

１

埼
玉
県
美
術
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覧
会作

品

�

▼
出
品
部
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日
本
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（
水
墨

画
を
含
む
）、
洋
画
（
版
画
を

含
む
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彫
刻
、
工
芸
、
書
（
篆

刻
・
刻
字
を
含
む
）、
写
真
の

６
部
門
。　
▼
応
募
資
格　
15

歳
以
上
の
県
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
者
（
中
学
生
を
除
く
）　

▼
出
品
点
数　
各
部
門
３
点
ま

で　
▼
出
品
手
数
料　
１
点
に

つ
き
３
，
０
０
０
円　
▼
開
催

要
項　
県
展
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認　

展
覧
会　

▼
会
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５
月
28
日
㈭
～
６
月
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日
㈭　

▼
会
場　
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０
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６
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▼
対
象　
①
杉
戸
町
在
住
の
方

②
原
則
60
歳
以
上
の
健
康
で
働

く
意
欲
の
あ
る
方
③
入
会
説
明

会
に
出
席
し
、
セ
ン
タ
ー
の
趣

旨
に
賛
同
さ
れ
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④
年
会
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を
納
入
し
て
い
た
だ
け
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【
入
会
説
明
会
】
▼
日
時　
４

月
15
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㈬
、
５
月
15
日
㈮
、
６

月
15
日
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９
時
30
分
～　

▼
場
所　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
２
階 

会
議
室　
▼
申
込
・

問
合
せ　
希
望
日
の
前
日
ま
で

各種団体やサークル
などからの暮らしに
役立つ情報掲示板

お
知
ら
せ

掲載内容が変更となる場合が
あります。詳しくは担当まで
お問合せください。

転出届・転入予約は、
マイナポータルで！

　マイナンバーカードを所有している人は、マ
イナポータルからオンラインで転出届および転
入予約（来庁予定の連絡）ができます。詳しく
は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
※�マイナポータルを通じて転出届の提出をした

後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届
等の手続が必要です。

引越し手続について
マイナポータル

引越し手続オンラインサービス
デジタル庁
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